


 

 

さいたま市規則第６１号 

   さいたま市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則 

 さいたま市児童福祉法施行細則（平成１５年さいたま市規則第１０６号）の一部を

次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

  該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （児童養護施設等への入所措置等の決定の通知）  （児童養護施設等への入所措置等の決定の通知） 

第１３条 児童相談所長は、法第２７条第１項第３

号若しくは第２項又は第２７条の２第１項の規定

による措置を採ったときは、保護者に対しては措

置決定通知書（様式第２０号）により、小規模住

宅型児童養育事業を行う者、里親、児童福祉施設

の長又は法第７条第２項に規定する指定発達支援 

 医療機関（以下「指定発達支援医療機関」という。

 ）の長に対しては措置（委託）通知書（様式第２

１号）により通知しなければならない。ただし、

措置決定通知書については、本人が１８歳以上で

ある場合又は保護者が不存在の場合は、本人に対

して通知するものとする。 

第１３条 児童相談所長は、法第２７条第１項第３

号若しくは第２項又は第２７条の２第１項の規定

による措置を採ったときは、本人又は保護者に対

しては措置決定通知書（様式第２０号）により、

小規模住宅型児童養育事業を行う者、里親、児童

福祉施設の長又は法第７条第２項に規定する指定

発達支援医療機関（以下「指定発達支援医療機関

」という。）の長に対しては措置（委託）通知書 

 （様式第２１号）により通知しなければならない。

２ 児童相談所長は、法第３３条第１項、第２項、

第１９項又は第２０項の規定により一時保護をし

たときは、一時保護通知書（様式第２４号）によ 

 り保護者に通知しなければならない。ただし、本

人が１８歳以上である場合又は保護者が不存在の

場合は、本人に通知するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、児童の福祉を損なう

おそれがあるときは、通知を省略することができ

る。 

２ 児童相談所長は、法第３３条第１項、第２項又

は第８項から第１１項までの規定により一時保護

をしたときは、一時保護通知書（様式第２４号） 

 により保護者に通知しなければならない。ただし、

 児童の福祉を損なうおそれがあるときは、この通

知を省略することができる。 

  

（入所措置等の解除等の通知）  （入所措置等の解除等の通知） 

第１５条 児童相談所長は、法第２７条第１項第３

号及び第２項、第２７条の２第１項並びに第３１ 

 条第２項から第４項までに規定する措置を解除し、

 停止し、変更し、又は延長したときは、保護者に

対しては措置解除（停止・変更・延長）決定通知

書（様式第２７号）により、小規模住宅型児童養

育事業を行う者、里親、保護受託者又は児童福祉

第１５条 児童相談所長は、法第２７条第１項第３

号及び第２項、第２７条の２第１項並びに第３１ 

 条第２項から第４項までに規定する措置を解除し、

 停止し、変更し、又は延長したときは、その旨を

当該措置を受けた本人又はその保護者に対しては

措置解除（停止・変更・延長）決定通知書（様式

第２７号）により、小規模住宅型児童養育事業を



 

 

施設若しくは指定発達支援医療機関の長に対して

は措置解除（停止・変更・延長）通知書（様式第

２８号）により通知するものとする。ただし、措 

 置解除（停止・変更・延長）決定通知書について

は、本人が１８歳以上である場合又は保護者が不 

 存在の場合は、本人に対して通知するものとする。

行う者、里親、保護受託者又は児童福祉施設若し

くは指定発達支援医療機関の長に対しては措置解

除（停止・変更・延長）通知書（様式第２８号）

により通知するものとする。 

２ 児童相談所長は、法第３３条第１項、第２項、

第１９項又は第２０項に規定する一時保護を解除

したときは、一時保護解除通知書（様式第３１号

）により保護者に通知するものとする。ただし、

本人が１８歳以上である場合又は保護者が不存在

の場合は、本人に通知するものとする。 

２ 児童相談所長は、法第３３条第１項、第２項又

は第８項から第１１項までに規定する一時保護を

解除したときは、一時保護解除通知書（様式第３

１号）により保護者に通知するものとする。 

  

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


